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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山名 文世 議員 

発言事項 ４ 教育行政について 

発言の要旨   学校現場における業務改善について 

質問内容 当市における業務改善の取組について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○当市では令和２年９月に「八戸市立小・中学校教育職員の働き方改革推進に係

る指針」を策定し、時間外在校等時間の上限及び縮減のための方策等を示し、

各校における業務改善を推進している。 

○具体的には、「毎週水曜日を『ノー残デー』とし、勤務終了時刻の退勤を促す」

「校務支援システムの活用で、学籍や成績に関する処理の効率化を進める」「業

務の電子化による負担軽減策について学校へ情報提供する」などである。 

○なお、業務時間の把握については、正確に入力するよう学校へ伝えており、校

長が校務パソコン上で教員の業務時間や健康状態を把握している。 

○市教委では、学校訪問時に取組状況を常に確認し改善を促している。 

○部活動における教員の負担軽減策についても取り組みを進めており、令和５年

度は、休日の中学校部活動の地域移行について検討協議会を設置し、今後の部

活動の在り方について検討を進めていくところである。 

○市教委では、教職員が心身ともに健康で教育活動に取り組めるよう引き続き業

務改善について学校を支援する。 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 持ち帰りの業務は、どのように把握しているか。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○市教委では、現在のところ教員の持ち帰り業務の時間数の把握は行っていない

が、「八戸市立小・中学校教育職員の働き方改革推進に係る指針」において、

業務の持ち帰りは行わないことが原則であることを示し、仮に業務の持ち帰り

が行われている実態がある場合には、その実態把握に努めるとともに、業務の

持ち帰りの縮減に向けた取組を進めるよう各学校に助言等をしている。 

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
 

- 1 -



資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山名 文世 議員 

発言事項 ４ 教育行政について 

発言の要旨   小中学校のいじめ問題について 

質問内容 

当市における小・中学校のいじめの状況と犯罪行為に関するいじめ事案につい

て伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○文部科学省「令和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に

関する調査」によると、市立小・中学校におけるいじめの認知件数は、1,000

人当たり 55.8 件となっており、全国や県より少ない状況となっている。なお、

当市では、犯罪行為として扱ったいじめ事案は発生していない。 

○文部科学省では、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら、学校行事や部

活動等の様々な活動が徐々に再開され、児童生徒の接触機会が増加したこと

が、全国的ないじめの認知件数の増加の一つの要因であると捉えており、今後、

当市も同様の傾向となることが懸念される。 

○市教委では、これまでも、いじめの未然防止に向け、市立全小学校の代表児童

による「いじめの問題等に関する対話集会」を毎年開催している。 

○各学校においては、日常の児童生徒観察や定期的なアンケートの実施、教育相

談等により、いじめの早期発見、早期対応に努めている。 

○また、学校によっては、児童が友達のよいところを「カード」に記入し、校内

に掲示した「思いやりの木」に貼り付けて紹介するなど、教育活動全体を通じ

て道徳教育の推進を図っている。 

○しかしながら、深刻ないじめが全国的に発生していることから、令和５年２月、

市教委では、文部科学省の通知を受け、重大ないじめ等が発生した際には、速

やかに警察と連携して対応するよう、各学校に通知したところである。 

○市教委としては、児童生徒の命最優先の理念のもと、これまで以上に警察との

連携強化に努めるとともに、各学校におけるいじめの未然防止に向けた取組や

豊かな心を育む道徳教育等の充実が図られるよう「安全・安心で魅力ある学校

づくり」に努める。 

 

 

 

 

担当課 教育指導課 
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資料（提出様式） 

 

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 

いじめ問題が発生している背景には、児童生徒の正義感が不足していることが

考えられる。児童生徒の思いやりを育むために、学校の授業においてどのような

教育を行っているか伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○いじめ問題が発生している背景に、児童生徒の正義感の不足やデジタル化が影

響していると判断することは難しい状況である。 

○今後も児童生徒の心を育む教育が大切であることから、授業実践を進めるよう

各学校に助言していきたい。 

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 田端 文明 議員 

発言事項 １ 新年度予算について 

発言の要旨  

質問内容 子どもファーストに関連して学校給食費の無償化についての考えを伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

〇当市における給食費無償化は、経済的困窮世帯を対象に就学援助制度等によ

り実施しており、令和３年度には児童生徒の約 17％、約１億 4,900 万円を市

で負担している。 

〇また、令和４年度は、物価高騰の現状を考慮し給食の質の確保と保護者負担

の軽減を図るため、令和４年７月から、国の新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金を活用し、学校給食における物価高騰分を市の一般会計

で支援している。 

○さらに、本定例会で提案している補正予算案では、同様に地方創生臨時交付

金を活用し、食材費等高騰対策支援事業費として約１億２千万円を増額して

おり、令和５年度にわたって、保護者の負担増とならないよう切れ目なく支

援していきたいと考えている。 

〇給食費無償化については、現行の取組を継続していくが、更なる対象の拡大

等については、今後も引き続き、他都市の事例を調査研究する。 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 藤川 優里 議員 

発言事項 ２ 子どもファースト事業について 

発言の要旨   私立幼稚園のエアコン整備について 

質問内容 私立幼稚園のエアコン整備について所見を伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○未就学児は、体温調節機能が未熟であるため、いずれの幼稚園でも子どもたち

が熱中症にならないよう対策を講じていることと承知している。 

○そのような中で、エアコンの設置は、熱中症対策の一つとして非常に効果的で

あると考える。 

○当市では、市内の学校法人が設置する私立幼稚園及び認定こども園に対し、幼

児教育の振興に要する経費について補助する「私立幼稚園補助金」を設けてい

る。 

○具体的には、教材・教育備品の購入や施設・設備の整備等に要する経費につい

て、１園当たり 30万円に、園児１人当たり 2,000 円を加えた金額を上限とし

て補助している。 

○園児室へのエアコンの設置も補助対象としていることから、毎年数園がこの補

助金を活用してエアコンを設置している。 

○今後も引き続き活用されるよう、可能な限り私立幼稚園補助金を継続する。 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

私立幼稚園補助金は当該年度中に使い切る必要があり、使いづらいと思われる

ので、複数年度分をまとめて交付できるようにしてほしい。 

命に係わるという観点から、この問題に向き合ってほしい。今後も質問等して

いく予定である。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 藤川 優里 議員 

発言事項 ２ 子どもファースト事業について 

発言の要旨 

  子どもの衛生対策について 

ア 小中学校の手洗い場への温水の導入について 

質問内容 当市の小中学校での手洗い場への温水設備導入について伺いたい。 

答弁者 □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

○市教委では、文部科学省が定める学校における新型コロナウイルス感染症に関

する衛生管理マニュアル「学校の新しい生活様式」の中で示されている、日常

生活を営む上での基本的生活様式に則り、児童生徒にこまめな手洗い、手指消

毒を指導している。 

○現在、市内小中学校の手洗い場においては、一部多目的トイレを除き、温水設

備は導入されておらず、感染症対策の一環として、手洗いの頻度が増加する冬

場の手洗いは、児童生徒にとって必ずしも快適な環境ではないと認識してい

る。 

○温水設備の導入により、手洗いの冷たさが改善され、感染症対策も一層進むも

のと思われるが、設置工事費及び電気料金も含めたメンテナンス費用など、

様々な経費が想定される。 

○学校施設の改善は児童生徒の学習環境を整えるうえで重要な課題であること

から、今後は他都市の動向を注視しながら、研究していく。 

 

 

 

 

担当課 教育総務課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 
新型コロナウイルス感染症が５類に引きさがっても冷水での手洗いは続いて

いくため、活用できる補助金を探していくこと等、引き続き検討をしてほしい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山之内 悠 議員 

発言事項 ３ 部活動改革について 

発言の要旨 八戸市中学校体育大会へのクラブチーム参加について 

質問内容 八戸市中学校体育大会へのクラブチーム参加の可否について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○日本中学校体育連盟では、令和５年度全国中学校体育大会における地域スポー

ツ団体等の大会参加を認めることとしており、これを受け、東北中学校体育連

盟においても、地域スポーツ団体等の参加を可能としている。 

○青森県中学校体育連盟では、令和５年２月１日、地域クラブの参加については、

県下共通で、主として個人種目は地区大会からエントリーを可能とする一方、

団体種目については県大会からのエントリーとする内容の要項を示したとこ

ろである。 

○このような取扱いとした理由は、参加する地域クラブ数を見通すことが難し

く、団体種目においては大会期間中に日程を消化すること等運営面での困難が

予想されること、また、地区をまたいで編成されるチームが多いと考えられる

ためであると伺っている。 

○このことから、八戸市中学校体育連盟においても、青森県中学校体育連盟の方

針を受け、個人種目のみ、八戸市中学校体育大会へ地域クラブの参加が可能と

なるとのことである。 

○市教委としては、休日の中学校部活動の地域移行に関する協議の状況も見据え

ながら、生徒の大会参加の機会が確保されるよう、八戸市中学校体育連盟との

連携に努める。 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 

 市の予選を通過して県大会に出場する学校部活動の生徒と、県大会からエント

リーとなるクラブチームの生徒との間で、不公平感が生ずるのではないか。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○現在、青森県中学校体育大会の運営方法等については、参加を希望する地域ク

ラブによる予選会をあらかじめ実施すること等について、各競技団体に検討を

依頼している段階であると伺っている。 

○また、当面の間、地域クラブ等学校以外の団体の参加が流動的と考えられるこ

とから、青森県中学校体育連盟では、毎年度参加条件等の見直しを図っていく

こととしていることも伺っている。 

- 7 -



資料（提出様式） 

○市教委としては、大会の運営方法等に関する今後の検討状況を注視するととも

に、今後も八戸市中学校体育連盟との連絡を密にし、大会への参加方法により

生徒に不公平感が生じないよう働きかけていく。 

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

部活動の地域移行に関する協議を計画にしたがってしっかりと進めていただ

きたいが、進みが遅いと感じている。 

部活動への加入は任意とされているが、当市では今後も加入を推奨するのか。 

外部指導者による引率、指導を認めていただきたい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 山之内 悠 議員 

発言事項 ４ 教員の働き方改革について 

発言の要旨 時間外在校等時間、不足教員数、休職・病気休暇に対する所見について 

質問内容 
教員の時間外在校等時間、不足数、病気休職及び休暇の推移とこのことについ

ての教育長の所見を伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○小学校の時間外在校等時間の平均については、令和２年度が 24 時間 30分、令

和３年度が 35時間 36 分、令和４年度が１月末までで 34時間 49 分となってお

り、中学校では令和２年度が 27 時間 15分、令和３年度が 48 時間６分、令和

４年度が 49 時間 50分となっている。 

○教員の不足数については、中学校では常勤講師の未配置はなく、小学校では令

和２年度が３人、令和３年度が６人、令和４年度が 14人となっている。 

○なお、現在のところ、病気休暇や休職、出産に関わる休暇等の代替の常勤講師

が未配置なっている学校は 10校で 11 人が不足している。 

○30日を超える病気休暇取得者数については、令和２年度が 18人、令和３年度

が 22人、令和４年度が 30 人となっており、休職者数については、令和２年度

が７人、令和３年度が 10人、令和４年度が５人となっている。 

○時間外在校等時間については、多くの学校で校務の効率化や業務の見直しを進

めているところであり、小学校では特に成果が挙がっているが、中学校では部

活動の指導に係る時間等が超過勤務の原因の一つと捉えており、来年度以降の

部活動の地域移行の議論をとおして改善を図っていくことが重要であると考

えている。 

○教員不足については、年度当初の未配置に加え、病気休暇・休職等取得者の増

加傾向及び待機講師が極端に少ない現状が続いており、教員の負担感や多忙感

が増しているものと捉えている。 

○病気休暇取得者及び休職者数について、教員の健康障害防止の観点からは、定

期健康診断の結果や本人の自覚症状を的確に把握し、体調不良が認められる場

合は早期受診、早期治療が肝要であると捉えている。 

○市教委としては、各学校や県教委と連携しながら時間外在校等時間の縮減及び

教員不足の解消に向けた努力を粘り強く続けていく。 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 
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資料（提出様式） 

 

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要）  働き方改革について、市教委では何を指標としているのか伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○市教委では令和２年度に「八戸市立小・中学校教育職員の働き方改革推進に関

する指針」を策定しており、時間外在校等時間の１か月の上限を原則として

45 時間と定め指標としている。 

○指標達成のため本指針に基づき市立小中学校教育職員の業務量の適切な管理を

行い、必要に応じ校長及び当該職員に対して改善に向けた助言を行っている。 

○市教委では、働き方改革を推進することで、教職員が意欲と能力を最大限発揮

し、健康でやりがいをもち、子どもたちに効果的な教育活動を行うことにより

本市教育の更なる充実につながることを目指す。 

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

時間外在校等時間を働き方改革の指標とすることの妥当性について検証する

ことを要望する。 

働き方改革を推進・検証する組織を設置するなど、市として働き方改革につい

て本気で取り組むことを要望する。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 田名部 裕美 議員 

発言事項 １ 子どもの心の支援について 

発言の要旨   こども支援センターと医療の連携状況について 

質問内容 こども支援センターと医療の連携状況について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○八戸市こども支援センターは、幼児児童生徒に関わる相談窓口の一つであり、

子育てや子どもの発達、不登校等について、電話や来所・訪問等による教育相

談を実施している。 

○当センターに寄せられる相談内容は、年々、複雑化・多様化しており、当セン

ターだけでの解決が難しく、他機関との連携が必要なケースが増えている。 

○相談者の中には、医療受診を希望しているケースもあるが、市内の精神医療機

関は新規患者の受け入れが難しい状況が続いていると聞いている。 

○このような場合、病院へのアプローチを続けてもらいつつ、当センターでは教

育相談の中で本人・保護者の悩みを聞き、子どもへの関わりを保護者と一緒に

考えながら、相談者を支えている。 

○また、市内の小児科を受診して当センターを紹介されたケースや、既に医療機

関を受診しているケースについては、主治医の見立てに沿って本人や保護者と

相談活動を行うほか、必要に応じて主治医と情報共有を図るなどの対応をして

いる。 

○当センターとしては、引き続き、医療機関とも連携しながら、相談者に寄り添

った相談活動を続ける。 

 

 

 

 

担当課 こども支援センター 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 田名部 裕美 議員 

発言事項 １ 子どもの心の支援について 

発言の要旨   高校生の支援について 

質問内容  当市における高校生の不登校の支援体制について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○文部科学省「令和３年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に

関する調査」によると、全国の高等学校における不登校生徒数は 50,985 人で

あり、1,000 人当たりの不登校生徒数は 16.9 人である。 

○本県における 1,000 人当たりの不登校生徒数は 11.5 人で増加傾向にある。 

○高校生の支援については、青森県教育委員会が主に行っている。 

○その一つとして、青森県総合学校教育センター内に「こころの教育相談センタ

ー」を設置し、不登校状態にある八戸市内の高校生を含めた、県内全域の児童・

生徒に対し、将来的な社会的自立を目的とした指導及び支援を行っている。 

 

 

担当課 教育指導課 

 

  

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 

当市では、18歳までの子どもの支援は、業務の内容や特性に合わせて乳幼児、

小・中学生、高校生と縦割りに細分化されている。どの年齢の子どもも、八戸市

の子どもとして、組織横断的な取り組みを望む。 

今後、子どもの心の発達支援に市としてどのように取り組んでいくか、市長の

所見を伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○当市では、高校生についての相談があった場合には、おおよその相談内容を聞

き取ったうえで、必要に応じて、青森県総合学校教育センターに設置されてい

る「こころの教育相談センター」につないでいる。 

○不登校が発達障害に起因する場合には、市内にある県の相談支援窓口の青森県

発達障害者支援センターDoors（ドアーズ）を紹介するなど、関係機関につな

いでいる。 

○今後も県や関係機関と連携を図り、高校生の適切な支援につながるよう努める。 

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
  

- 12 -



資料（提出様式） 

質問者（議員名） 上条 幸哉 議員 

発言事項 ２ 教育行政について 

発言の要旨   教職員研修連携事業について 

質問内容 本事業の本格実施までの経緯と目的、概要を伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○市教委では、平成 29年の中核市移行後、教職員研修において全国的に定評の

ある講師を招聘するなど、内容の充実を図ってきた。 

○そのような中、令和２年度に八戸圏域の町村より教職員研修の連携について要

望が寄せられ、圏域町村の担当者と研修講座の内容や周知の方法について検討

してきた。 

○令和３年度には４講座、令和４年度には 12 講座を試行し、令和５年度から本

格実施する予定である。 

○本事業の目的は、八戸圏域全体の教職員の教育力向上である。 

○圏域町村の教職員にとっては研修機会の確保につながること、本市の教職員に

とっては圏域町村の教職員と交流を図り、見識を深められることがメリットと

考える。 

○試行期間の研修に参加した圏域町村の教員からは「研修機会が増えた」「現代

の教育課題を的確にとらえたよい内容の研修だった」などの感想が寄せられて

いる。 

○本格実施となる令和５年度には、連携する講座として、よりよい集団づくりに

ついて学ぶ「学級づくり研修講座」など、計 13講座を計画している。 

○今後も教職員研修の連携の在り方について圏域町村と協議しながら、本事業を

推進する。 

 

 

担当課 総合教育センター 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 上条 幸哉 議員 

発言事項 ２ 教育行政について 

発言の要旨   特別支援アシスタントについて 

質問内容 
特別支援アシスタントの現状と課題について伺いたい。また、県に対して財政

支援を求める考えがないか伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○学校支援の市独自事業として、特別支援教育アシスト事業を実施し、ＬＤ、Ａ

ＤＨＤ等、学習や集団適応が難しい児童生徒に対し、個々のニーズに応じた支

援を目的に、各校の要望に基づき特別支援アシスタントを配置している。 

○今年度も小・中学校に対して、４月から 70 名を、１学期の児童生徒の様子を

見て２学期から 10名を追加配置し、計 80 名で支援している。 

○配置校からは、安全面の配慮がなされ、児童生徒が多くの活動に参加できるよ

うになった、学習意欲が向上した、学級全体の落ち着きにつながったとの声に

加え、教員の負担軽減につながっているとも聞いている。 

○児童生徒の障害特性は多様化しており、特別支援アシスタントの専門性を高め

支援の質を向上させていくことが課題であることから、年３回の必須研修の

他、教員対象の研修に参加できるようにするなど研修の充実を図り、専門性の

向上に努めてきた。 

○本事業は、平成 17・18 年度に県教育委員会が実施した「スクールサポーター

事業」が終了したが、学校現場の有効な支援につながっていたことから、平成

19 年度以降は市単独事業として実施してきた。 

○現時点では、県に対して財政支援等を求める考えはないが、特別な配慮を必要

とする児童生徒に対して効果がみられていること、教員の負担軽減にもつなが

っており、今後も市として本事業を継続する。 

担当課 こども支援センター 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  ■ 有   □ 無 

質問内容（概要） 

特別支援アシスタントをはじめ、マイブック推進事業、学校図書館支援事業、

こども支援センターの設立など、当市独自の施策を展開しているが、教育長が大

切にしている思いを一言聞かせてほしい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○これまで一貫して「いのち最優先」を教育行政の基底に据えてきた。 

○学校は、児童生徒の「いのち」を預かる場所として、児童生徒の生命・身体の

安全を確保した上で、質の高い教育を保障する場であると考えている。 
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資料（提出様式） 

○児童生徒が安心して生活や学習ができる環境を整備することは、教育行政を担

う者として、最も重要な責務であるということを信念としている。 

○グローバル化の進展や絶え間ない技術革新等による社会構造の変化に伴い、家

庭環境を含め児童生徒を取り巻く状況はますます多様化している。 

○こうした中にあっても「いのち最優先」の教育を堅持しつつ、児童生徒一人一

人に誠実に向き合い、寄り添いながら、心に灯をともすような教育を展開する

ことが肝要であると考えている。 

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 工藤 悠平 議員 

発言事項 １ 健康行政について 

発言の要旨   学校における健康教育について 

質問内容 市立小・中学校における、健康教育の取組について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○近年、児童生徒を取り巻く社会環境の変化により、全国的な傾向として、食生

活の乱れや肥満傾向の増大など、新たな健康課題が指摘されている。 

○このことから、小・中学校における健康教育の取組は、生涯にわたって健康で

安全な生活を送るために、重要な役割を果たすと理解している。 

○市教委では、第２期八戸市教育振興計画において、施策の方向性の一つに「健

やかな体」を掲げ、小・中学校における学校保健活動及び食育の推進、体力向

上に向けた取組を支援している。 

○市立小・中学校では、体育科や保健体育科の授業において、健康な生活と疾病

の予防、健康と環境等について系統的に指導している。 

○児童生徒は、適切な運動や食事、休養及び睡眠によって生活習慣病を予防し、

健康を保持増進することや、喫煙や飲酒、薬物乱用が健康を損なう原因となる

ことについて学習している。 

○また、各学校では、学校医による健康診断を毎年実施し、児童生徒の健康状態

を把握するとともに、歯科医師による歯・口の健康づくりについての指導や、

栄養教諭・栄養士による食に関する指導など、専門家を活用した指導を実施し

ている。 

○さらに、児童生徒が望ましい生活習慣を身に付けるため「早寝・早起き・朝ご

飯」に関する指導など、家庭と連携した取組も行われている。 

○市教委としては、小・中学校における健康教育が、生涯における健康の基盤を

なすという考えのもと、今後もより一層健康教育の充実を目指す。 

担当課 教育指導課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 伊藤 圓子 議員 

発言事項 ２ 子どもファースト施策の拡充について 

発言の要旨   学校給食費の負担軽減について 

質問内容 学校給食の完全無償化について所見を伺いたい。 

答弁者  ■ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○市では、経済的な理由で小・中学校の就学費用の支払が困難な要保護・準要保

護世帯について、就学援助制度等により給食費、学用品費等の援助を行ってお

り、市内の児童生徒の約 17％に支援を行っている。 

○就学援助制度における準要保護世帯の認定基準は、各市町村によって異なって

おり、当市では、 

・保護者について生活保護が廃止又は停止された世帯 

・世帯全員の市民税が非課税である世帯 

・世帯全員の国民年金保険料が免除されている世帯 

・保護者が児童扶養手当の全額支給を受けている世帯 

・天災等により、国民健康保険税の減免又は徴収猶予、市民税又は個人事業税

の減免を受けている世帯 

を対象としている。 

○さらに当市では、これらの世帯に該当しない場合でも、「世帯所得が一定額に満

たない世帯」を認定の対象としており、これは県内の半数以上の市町村が撤廃等

により認定対象外としている中、当市において維持・継続している基準である。 

○当市では、この世帯所得の基準について、生活保護基準の額の概ね 1.3 倍未満

と定めている。 

○国は、平成 25 年８月以後、生活保護基準の額を段階的に引き下げているが、

当市では引き下げ前の平成 24 年の基準額を堅持するとともに、基準額の 1.3

倍未満の係数を維持していることから、県内の他市町村と比較した場合、より

多くの世帯を就学援助の対象としている。 

○給食費無償化については、現行の取組を継続しながら、更なる対象の拡大等に

ついては、今後も引き続き他都市の事例を調査研究する。 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 高橋 正人 議員 

発言事項 １ 市民サービスの向上について 

発言の要旨 
  廃校施設の貸出業務について 

ア 現状と課題について 

質問内容 廃校施設の貸出業務の現状と課題について伺いたい。 

答弁者 □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

○廃校施設は現在７校あり、市教委では、学校が閉校しても引き続き地域の拠点

として、地域住民をはじめ市民が必要に応じて利活用できるよう、施錠管理や

修繕等の維持管理を行っている。 

○令和４年度の利用状況は、廃校施設７校において、地元町内会やスポーツクラ

ブチームなど 15 団体が利用していて、特に冬季は雪や寒さにより室内での活

動が増えるため、体育館の使用はほぼ埋まっている状況である。 

○課題については、常駐する管理者がいないことなどにより、利用者が申請から

利用まで市教委に何度も足を運ばなければならない状況にあり利用までの時

間がかかること、利用団体の増加で希望する日時に利用できない状況があるこ

となどを認識している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育総務課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

廃校の利用は、現状目的外使用として利活用を行っているが、利用者の利便性

向上のため、所管替えも含めて検討してほしい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 高橋 正人 議員 

発言事項 １ 市民サービスの向上について 

発言の要旨 

  廃校施設の貸出業務について 

イ 業務のオンライン化について 

質問内容 

当市におけるデジタル化の加速を契機として、貸出業務をオンライン化する考

えはないか伺いたい。 

答弁者 □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

○廃校の利用にあたっては、利用申請書の提出や施錠のための鍵の引き渡しを教

育委員会の窓口にて行っていて、利用者の要望によっては現地立合により施設

の状況を確認している。 

○利用者にはその都度足を運んでもらう必要があり、不便が生じていると認識し

ている。 

○オンライン化により申請手続きが簡略化され、利便性の向上が期待される。 

○廃校の利活用については、利用頻度も年々増加傾向にあり、市民の関心も高い

ことから、今後も適切な維持管理に努めるとともに、貸出業務のオンライン化

について研究する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育総務課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 
利用者が使いやすいようにオンライン化を進めてほしい。また、鍵の管理方法

等オンライン化以外の利便性に繋がる管理方法も検討してほしい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 高橋 正人 議員 

発言事項 ４ 学校施設の改修について 

発言の要旨   学校体育館の改修工事の進捗状況について 

質問内容 学校体育館の改修工事の進捗状況を伺いたい。 

答弁者 □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

○現在、市内小中学校 66校において、体育館の約９割が築 30 年以上経過し、約

５割は築 40 年以上経過しており、年々老朽化が進行している状況。 

○施設の改修工事については、教育活動の大部分を占めている校舎を優先的に行

っているが、体育館についても緊急性を考慮し、平成 27 年度に３校、29 年度

に２校、30 年度に１校、令和４年度に１校、屋根または床の大規模改修工事

を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育総務課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 
現在の工事ペースだと、工事が行われるまで数十年かかる学校もあるため、 

10 年に１回程度の頻度で集中工事をするなど、定期的な整備を要望する。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 高橋 正人 議員 

発言事項 ４ 学校施設の改修について 

発言の要旨   今後の計画及び計画策定までの流れについて 

質問内容 今後の学校施設全体の改修計画及び計画策定までの流れについて伺いたい。 

答弁者 □ 市長  □ 教育長  ■ 部長 

答弁内容（概要） 

○市教委では、毎年５月から６月にかけて、すべての小中学校を対象にした修繕

要望のアンケート調査を実施し、それに基づき現場調査を行っている。 

○調査結果をもとに、児童生徒の安全にかかわるもの、教育活動に支障をきたす

もの、施設周辺の地域に悪影響を及ぼすおそれがあるものを優先し、その中で、

必要性や緊急性をもとに順位をつけ、順次修繕を行っている。 

○大規模改修については、令和５年度はエアコン設置工事の最後の年となってお

り、令和６年度以降は、令和２年度から一時中断しているトイレの洋式化工事

の再開やバリアフリー化工事等を優先的に進めていく予定となっているが、 

体育館等の大規模な修繕についても整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 教育総務課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

様々な要因により、修繕の優先順位付けに苦慮していると思うが、引き続き効

率的な修繕を要望する。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 苫米地 あつ子 議員 

発言事項 ３ 学校健診におけるプライバシーへの配慮について 

発言の要旨   市教育委員会の考え方について 

質問内容 

 学校健診におけるプライバシーへの配慮について、市教育委員会の考え方につ

いて伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○現在、学校では、検査時の服装を含め、健康診断の実施方法について、事前に

学校医と共通認識を図り、実施している。 

○特に、内科検診や脊柱側わん症等運動器検診のように、脱衣を伴う検査につい

ては、ついたてやカーテンなどで個別の診察スペースを確保し、診察の様子が

検査を待つ児童生徒から見えることのないように配慮しながら実施している。 

○また、脊柱側わん症の検査では、上半身の脱衣をした後、胸部を覆う形の専用

エプロンを身に付けて実施している。 

○学校における健康診断の実施に当たっては、プライバシーの保護や男女差等へ

の配慮を行い、児童生徒の心情を考慮しながら実施することが大切である。 

○併せて、適切・正確な診察や検査を実施することは、児童生徒の健康のために

重要であり、疾患を発見できず治療の機会を逸することがあってはならないと

考えている。 

○市教委としては、児童生徒のプライバシーの確保や正確な診察・検査の実施の

ために、今後も学校と学校医とが十分な連携の下、実施方法等について共通認

識を図り、その内容について、児童生徒や保護者に、より丁寧に説明すること

が望ましいと考えている。 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  ■ 有   □ 無 

発言内容（概要） 

市教委と市医師会とで共通理解をしながら取り組んでほしい。 

脊柱側わん症検診の専用エプロンを各校に備品として備えてほしい。 

保護者との共通認識をもつため、健診の意義などを発信してほしい。 

健診の様子を地域にも知らせてほしい。 
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資料（提出様式） 

質問者（議員名） 苫米地 あつ子 議員 

発言事項 ３ 学校健診におけるプライバシーへの配慮について 

発言の要旨   文部科学省通知を受けての各校の対応について 

質問内容 

 学校健診におけるプライバシーへの配慮について、文部科学省の通知を受けた

後の学校での対応について伺いたい。 

答弁者  □ 市長  ■ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要） 

○文部科学省が発出した事務連絡を受け、市教委では令和３年３月 31 日付けで

各小・中学校長宛に通知した。 

○各学校では、これまでもプライバシーに配慮しながら健康診断を実施していた

が、この通知を受け、改めて実施方法を見直し、プライバシーへ配慮した健康

診断を行っている。 

○例えば、小学校低学年においても健診中に男児と女児が同じ部屋で待機するこ

とがないように配慮するなど、文部科学省が取りまとめた「脱衣を伴う検査に

おける留意点」を参考にしながら工夫している学校があると伺っている。 

○健康診断は、学校教育活動を行う上で、児童生徒の健康状態を把握し、必要な

措置を講じるという重要な役割を果たしていることから、今後もプライバシー

に配慮しながら適切な健康診断が実施されるよう取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当課 学校教育課 

 

 

◎再質問  

再質問の有無  □ 有   ■ 無 

質問内容（概要）  

答弁者  □ 市長  □ 教育長  □ 部長 

答弁内容（概要）  

◎要望  

要望の有無  □ 有   ■ 無 

発言内容（概要）  
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